
特定非営利活動法人豊見城市体育協会非常勤職員及び臨時職員就業規則 

 

制定 平成 22 年 4 月 1 日 

改正 令和 2年 4月 1日 

 （目的） 

第１条 この規則は、特定非営利活動法人豊見城市体育協会（以下「協会」という。）

の職員のうち、非常勤職員及び臨時職員（以下これらの職員を「職員」という。）

の就業に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

２ この規則に定めのない事項については、労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）そ

の他の法令の定めるところによる。 

 （職員） 

第２条 職員の職務は次のとおりとする。 

(1) 非常勤職員 事務又は技術等の業務に従事する。 

 (2) 臨時職員  単純若しくは補助的な事務又は技術等の業務に従事する。 

２ 非常勤職員を統括するため、非常勤職員の中から主任を置くことができる。 

 （雇用期間） 

第３条  職員の雇用期間は、次の各号のとおりとする。ただし、会長が特に必 

要と認めた場合は、この限りでない。 

 (1) 非常勤職員 雇用期間は１会計年度とする。なお、業務上の都合により同一

人を継続して雇用する場合の通算期間は、最初に採用された年度を

含めて３会計年度を限度とし、かつ、満年齢が６７歳に達する年の

年度末を越えることができない。ただし、会長が必要と認める場合

は、連続した３会計年度を越え、５会計年度の範囲内で、継続して

採用することができる。 

 (2) 臨時職員 雇用期間は１２月を越えない期間とする。なお。業務上の都合に

より同一人を継続して雇用する場合、通算３年間を超えることがで

きない。 

 （規則の遵守） 

第４条 職員の規則遵守の義務については、本務の職員（協会就業規則の適用 

を受ける職員をいう。以下同じ。）の例による。 

 （採用） 

第５条 職員は、適宜、選考により採用する。 

２ 就職を希望する者は、次の書類を提出しなければならない。 

 (1) 自筆の履歴書 

 (2) その他会長が必要と認める書類 

（採用通知） 

第６条  職員の採用は、非常勤臨時職員採用通知書（第１号様式）を交付して行う。 

ただし、５日以下の任用期間の場合はこの限りではない。 



 （勤務日） 

第７条 職員の勤務日数は、別表第１に定めるとおりとし、具体的な勤務日は職員ご

とに会長が定める。 

 （勤務時間及び休憩時間） 

第８条 職員の勤務時間は、１日８時間（休憩時間を除く）以内、週 40 時間以内と

する。ただし、４週間を平均し、１週間の労働時間が 40 時間を越えない範囲内で

特定の日において８時間又は特定の週において 40 時間を越えて勤務させることが

できる。 

２ 勤務時間が６時間を越える場合は 45 分以上、８時間を越える場合は１時間以上

の休憩時間を勤務時間の途中に与える。なお、8 時間以上勤務する場合は、本務職

員の例により休息時間を付与する。 

３ 職員の勤務時間及び休憩時間の割振りは、会長が定める。 

 （勤務日等の臨時的変更） 

第９条 前２条の規定にかかわらず、会長は、緊急その他特別の臨時の必要があると

きは、勤務日又は勤務時間を臨時的に変更することができる。 

２ 前項の変更は、事前に職員に対して示さなければならない。 

 （休日） 

第 10 条 職員の休日は、次のとおりとする。 

(1) 臨時職員については、本務の職員の例による。 

(2) 非常勤職員については、年末年始（12 月 29 日から翌年 1月 3日）の他１週間

に１日以上とし、その他会長が割り振る日とする。 

 （休暇の種類） 

第 11 条 職員の休暇は、年次休暇と特別休暇とする。 

２ 前項に掲げる年次休暇と特別休暇は有給とする。 

３ 年休は１労働日を単位として付与するものとする。ただし、職員から請求がある

ときは、半日又は１時間を単位として付与することができる。 

 （休暇の手続き） 

第 12 条 職員の休暇の手続きは、本務の職員の例による。 

 （年次有給休暇） 

第 13 条 職員の年次有給休暇は、別表第２に定めるとおりとする。 

 （特別休暇） 

第14条 職員の特別休暇は、特定非営利活動法人豊見城市体育協会就業規則第22条、

及び第 23 条に規定する休暇とする。 

（欠勤） 

第 15 条 職員の欠勤については、本務の職員の例による。 

 （退職） 

第 16 条 職員が次の各号の一に該当するときは、退職とする。 

 (1) 本人が死亡したとき。 



 (2) 期間の定めのある雇用が終了したとき。 

 (3) 退職を願い出て承認されたとき。 

 （解雇） 

第 17 条 職員の解雇については、本務の職員の例による。 

 （給与） 

第 18 条 職員には、次の各号の給与を支給するほか、本会職員の給与表、職務の級

及び号給、通勤手当、時間外勤務手当、期末手当の基準は、「豊見城市会計年度任

用職員の給与及び費用弁償に関する条例」、「豊見城市会計年度任用職員の給与及び

費用弁償に関する規則」を準用し、会長が決定する。 

 (1) 非常勤職員 賃金 

 (2) 臨時職員  賃金、期末手当 

２ 削除 

３ 削除 

 （通勤手当） 

第 19 条 削除 

 （主任手当） 

第 20 条 主任手当は、主任に対して支給する。 

２ 主任手当の月額は、5,000 円を越えない範囲内で予算状況に応じて支給する。 

（時間外勤務手当） 

第 21 条 削除 

 （期末手当） 

第 22 条 削除 

 （安全、衛生の確保） 

第 23 条 職員の安全、衛生の確保については、本務の職員の例による。  

（健康診断） 

第 24 条 職員の健康診断については、本務の職員の例による。 

 （伝染病の届出） 

第 25 条 伝染病の届出については、本務の職員の例による。 

 （就業禁止命令） 

第 26 条 就業禁止命令については、本務の職員の例による。 

 （災害補償） 

第 27 条 職員の災害補償については、本務の職員の例による。 

 （懲戒） 

第 28 条 職員の懲戒については、本務の職員の例による。 

 （損害賠償） 

第 29 条 職員の過失による損害賠償は、本務の職員の例による。 

 （委任） 

第 30 条 この規則で定めるもののほか、職員の就業に関して必要な事項は、理事会



の議決を経て、会長が別に定める。 

 

 

  付 則 

 この規則は、平成 22 年４月１日から施行する。 

 

  付 則 

 この規則は、平成 23 年４月 1 日から施行する。 

 

付 則 

 この規則は、平成 30 年４月 1 日から施行する。(別表３の変更) 

 

付 則 

 この規則は、令和 2年４月 1日から施行する。(給与等の変更) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第１（第７条関係） 

臨時職員 １週間の勤務日数 ５日 

非常勤職員 １週間の勤務日数 ５日または６日 

  

別表第２（第１３条関係）  

任用期間 日数 

１月 １日 

１月を超え２月以下 ２日 

２月を超え３月以下 ３日 

３月を超え４月以下 ４日 

４月を超え５月以下 ５日 

５月を超え６月以下 ６日 

６月を超え１０月以下 １０日 

１０月を超え１１月以下 １１日 

１１月を超え１２月以下 １２日 

 

別表第３ 削除 

 

別表第４ 削除 


